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公共事業評価実施要領及び評価基準の一部改正について 

 

１. 公共事業評価実施要領の一部改正について                            

公共事業評価実施要領で定める対象事業について、一部改正を行うもの。なお、施設の維持管理を目

的とする事業箇所については、それぞれ評価対象外となるもの。 

（１）治山事業  

    国において事業の統廃合及び改称を行ったことから、次の事業を整理するもの。 

（改正前）              （改正後） 

・流木防止総合対策事業        ・（削除） 

・地域防災対策総合治山事業      ・緊急防災減災対策総合治山事業 

    ・山地防災力強化総合対策事業    ・・（削除） 

      
（２）河川事業 

   国庫補助事業である「統合河川環境整備事業」を対象事業として追加するもの。 

   （追加事業） 
     ・統合河川環境整備事業 
 

２. 公共事業評価に係る評価基準の一部改正について                          

 公共事業評価に係る評価基準で定める対象事業について、一部改正を行うもの。 

（１）治山事業  

    国において事業の統廃合及び改称を行い、上記 1のとおり実施要領を改正することから、併せて 

別記１及び関連一覧表を改正するもの。 

（改正前）              （改正後） 

・流木防止総合対策事業        ・（削除） 

・地域防災対策総合治山事業      ・緊急防災減災対策総合治山事業 

    ・山地防災力強化総合対策事業    ・・（削除）      
 

（２）河川事業 

【対象事業：「水辺環境再生事業」及び「統合河川環境整備事業」】 

    従前、公共空間である河川の敷地について「良好な河川環境の保全と適正な利用」の観点から利

用基準等が定められていたところ、地域社会での利用や営業活動に伴う利用に対する要望が高まっ

ている。このような、河川空間の利用に対する社会情勢の変化を踏まえ、国の河川空間利用に係る

方針変更と歩調を合わせ、評価指標等を改正するもの。 

    ≪改正の内容≫ 

     ア 対象事業の追加 

      これまで県単独事業である「水辺環境再生事業」を対象としていたところ、事業の性質が類 

     似する国庫補助事業の「統合河川環境整備事業」を対象事業に追加する。 

イ 評価項目の配点見直し 

  「水辺環境再生事業」の評価項目配点について、河川空間の利用に対する社会情勢の変化を 

資料№１
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 踏まえ、次のとおり改正する。また、今回対象事業として追加する「統合河川環境整備事業」 

の評価項目配点については、今回改正する「水辺環境再生事業」と同様の配点とする。 

◆必要性…河川の利活用を促進する事業という特性から、必要性に関する配点を増やす（25点 

→30点）。 

       ◆重要性…近年の社会情勢の変化を考慮し、現状に馴染まない指標を削除することから、配点 

を減ずる（15点→10 点）。 

      ◆緊急性、効率性、熟度…配点の変更無し（10～40点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 施行日                                          

  令和 7年４月１日 

  ※詳細は別添新旧対照表のとおり。   
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改正前 改正後 

公共事業評価実施要領 

 

第１～第14 [略] 

 

   附 則 

  [略] 

 

 

   附 則（令和６年 11月７日政第 103号） 

 この要領は、令和６年 11月７日から施行する。 

 

（様式１）～（様式 14） [略] 
 

公共事業評価実施要領 
 

第１～第14 [略] 

 

   附 則 

  [略] 

   附 則（令和６年 11月７日政第 103号） 

 この要領は、令和６年 11月７日から施行する。 

附 則（令和７年●月●日政第■号） 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

（様式１）～（様式 14） [略] 
 

備考 ・改正部分は下線の部分  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料№２ 新旧対照表（公共事業評価実施要領） 
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新旧対照表（公共事業評価実施要領） 

改正前 改正後 

公共事業評価実施要領 

別表１  

※令和５年４月１日から施行する

農　林　水　産　部

番　号 事　　業　　名 番　号 事　　業　　名

1 かんがい排水事業 31 共生保安林整備事業

2 農業用水再編対策事業 32 保安林管理道整備事業

3 地域水田農業支援排水対策特別事業 33 県単治山事業（崩壊地復旧）

4 経営体育成基盤整備事業（※） 34 林道整備事業

5 土地改良総合整備事業 35 漁港整備事業（※）

6 畑地帯総合整備事業 36 漁場整備事業（※）

7 中山間地域総合整備事業（生産基盤）（※） 37 漁業集落環境整備事業

8 中山間地域総合整備事業（生活、一般、広域） 38 漁港環境整備事業（※）

9 農地環境整備事業 39 漁港関連道整備事業

10 農道整備事業（※） 40 海岸高潮対策事業（農村振興局、水産庁）（※）

11 地域用水環境整備事業

12 ふるさと水と土ふれあい事業

13 防災ダム事業

14 水質保全対策事業

15 　 農村災害対策整備事業

16 農村地域防災減災事業

17 復旧治山事業

18 緊急予防治山事業

19 地すべり防止事業

20 防災林造成事業

21 　 保安林総合改良事業

22 　 流域保全総合治山事業

23 山地災害重点地域総合対策事業

24 流木防止総合対策事業

25 予防治山事業

26 地域防災対策総合治山事業

27 機能強化・老朽化対策事業（※）

28 森林土木効率化等技術開発事業

29 　 林地荒廃防止事業

30 山地防災力強化総合対策事業

(※）施設の維持管理を目的とする事業箇所について評価対象外

公共事業評価対象事業一覧

 
 

 

 

 

公共事業評価実施要領 

別表１  

※令和７年４月１日から施行する

農　林　水　産　部

番　号 事　　業　　名 番　号 事　　業　　名

1 かんがい排水事業 31 県単治山事業（崩壊地復旧）

2 農業用水再編対策事業 32 林道整備事業

3 地域水田農業支援排水対策特別事業 33 漁港整備事業（※）

4 経営体育成基盤整備事業（※） 34 漁場整備事業（※）

5 土地改良総合整備事業 35 漁業集落環境整備事業

6 畑地帯総合整備事業 36 漁港環境整備事業（※）

7 中山間地域総合整備事業（生産基盤）（※） 37 漁港関連道整備事業

8 中山間地域総合整備事業（生活、一般、広域） 38 海岸高潮対策事業（農村振興局、水産庁）（※）

9 農地環境整備事業

10 農道整備事業（※）

11 地域用水環境整備事業

12 ふるさと水と土ふれあい事業

13 防災ダム事業

14 水質保全対策事業

15 　 農村災害対策整備事業

16 農村地域防災減災事業

17 復旧治山事業

18 緊急予防治山事業

19 地すべり防止事業

20 防災林造成事業

21 　 保安林総合改良事業

22 　 流域保全総合治山事業

23 山地災害重点地域総合対策事業

24 （削除）

24 予防治山事業

25 緊急防災減災対策総合治山事業

26 機能強化・老朽化対策事業（※）

27 森林土木効率化等技術開発事業

28 　 林地荒廃防止事業

29 （削除）

29 共生保安林整備事業

30 保安林管理道整備事業

(※）施設の維持管理を目的とする事業箇所について評価対象外

公共事業評価対象事業一覧
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新旧対照表（公共事業評価実施要領） 

※令和５年４月１日から施行する

県　土　整　備　部

番　号 事　　業　　名 番　号 事　　業　　名

1 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型) 31 火山砂防事業

2 地域連携道路整備事業(地域密着型) 32 県単砂防事業

3 地域道路整備事業(地域密着型) 33 県単砂防事業（渓流環境整備）

4 道路環境改善事業（交通安全施設整備） 34 地すべり対策事業

5 交通安全施設整備事業（交通安全施設整備）（※） 35 総合流域防災事業（地すべり）

6 道路環境改善事業（交通安全施設整備（自転車道）） 36 急傾斜地崩壊対策事業

7 交通安全施設整備事業（交通安全施設整備（道の駅）） 37 総合流域防災事業（急傾斜）

8 道路環境改善事業（無電柱化推進） 38 県単急傾斜地崩壊対策事業

9 道路環境改善事業（災害防除）（※） 39 雪崩対策事業

10 道路災害防除事業(※） 40 都市計画道路整備事業

11 道路環境改善事業（防雪・凍雪害防止）（※） 41 広域公園整備事業(※）

12 凍雪害対策事業（※） 42 流域下水道事業

13 県単凍雪害対策事業（※） 43 過疎地域公共下水道整備代行事業

14 地域連携道路整備事業（市町村道代行整備） 44 公営住宅建設事業（公営住宅）(※）

15 広域河川改修事業 45 公営住宅建設事業（特定公共賃貸住宅）(※）

16 総合流域防災事業（河川） 46 港湾改修事業

17 床上浸水対策特別緊急事業（河川） 47 港湾施設改良事業(※）

18 治水施設整備事業 48 港湾施設整備事業

19 水辺環境再生事業 49 港湾環境整備事業

20 海岸高潮対策事業（水管理・国土保全局、港湾局）（※） 50 空港整備事業(※）

21 津波危機管理対策緊急事業（水管理・国土保全局、港湾局）（※）

22 三陸高潮対策事業（※）

23 海岸環境整備事業（水管理・国土保全局、港湾局）

24 海岸侵食対策事業（水管理・国土保全局、港湾局）

25 床上浸水対策特別緊急事業（三高）

26 河川総合開発事業（多目的ダム）

27 河川総合開発事業（治水ダム）

28 河川総合開発事業（治水専用ダム）

29 通常砂防事業

30 総合流域防災事業（砂防）

(※）施設の維持管理を目的とする事業箇所について評価対象外

公共事業評価対象事業一覧

 

 

別表２ [略] 

 

 

※令和７年４月１日から施行する

県　土　整　備　部

番　号 事　　業　　名 番　号 事　　業　　名

1 地域連携道路整備事業(ネットワーク形成型) 31 総合流域防災事業（砂防）

2 地域連携道路整備事業(地域密着型) 32 火山砂防事業

3 地域道路整備事業(地域密着型) 33 県単砂防事業

4 道路環境改善事業（交通安全施設整備） 34 県単砂防事業（渓流環境整備）

5 交通安全施設整備事業（交通安全施設整備）（※） 35 地すべり対策事業

6 道路環境改善事業（交通安全施設整備（自転車道）） 36 総合流域防災事業（地すべり）

7 交通安全施設整備事業（交通安全施設整備（道の駅）） 37 急傾斜地崩壊対策事業

8 道路環境改善事業（無電柱化推進） 38 総合流域防災事業（急傾斜）

9 道路環境改善事業（災害防除）（※） 39 県単急傾斜地崩壊対策事業

10 道路災害防除事業(※） 40 雪崩対策事業

11 道路環境改善事業（防雪・凍雪害防止）（※） 41 都市計画道路整備事業

12 凍雪害対策事業（※） 42 広域公園整備事業(※）

13 県単凍雪害対策事業（※） 43 流域下水道事業

14 地域連携道路整備事業（市町村道代行整備） 44 過疎地域公共下水道整備代行事業

15 広域河川改修事業 45 公営住宅建設事業（公営住宅）(※）

16 総合流域防災事業（河川） 46 公営住宅建設事業（特定公共賃貸住宅）(※）

17 床上浸水対策特別緊急事業（河川） 47 港湾改修事業

18 治水施設整備事業 48 港湾施設改良事業(※）

19 水辺環境再生事業 49 港湾施設整備事業

20 統合河川環境整備事業 50 港湾環境整備事業

21 海岸高潮対策事業（水管理・国土保全局、港湾局）（※） 51 空港整備事業(※）

22 津波危機管理対策緊急事業（水管理・国土保全局、港湾局）（※）

23 三陸高潮対策事業（※）

24 海岸環境整備事業（水管理・国土保全局、港湾局）

25 海岸侵食対策事業（水管理・国土保全局、港湾局）

26 床上浸水対策特別緊急事業（三高）

27 河川総合開発事業（多目的ダム）

28 河川総合開発事業（治水ダム）

29 河川総合開発事業（治水専用ダム）

30 通常砂防事業

(※）施設の維持管理を目的とする事業箇所について評価対象外

公共事業評価対象事業一覧

 
 

別表２ [略] 

備考 ・事業の追加、統廃合及び改称 ・改正部分は下線の部分 
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新旧対照表（公共事業評価に係る実施基準について） 

改正前 改正後 

公共事業評価に係る評価基準について 

 
「公共事業評価実施要領（平成 16 年４月 22 日制定）」第５の規定に基づき

公共事業評価に係る評価基準を次のとおり定める。 

 
１ 公共事業評価に係る事業別評価指標及び配点（別記１） 

[略] 
（令和５年３月 17 日一部改正、令和５年４月１日から施行） 
なお、対象となる事業は下記のとおり 

【農林水産部所管】 

[略] 

(10) 復旧治山事業、緊急予防治山事業、山地災害重点地域総合対策事業、

流木防止総合対策事業、予防治山事業、地域防災対策総合治山事業、

県単治山事業（崩壊地復旧）、山地防災力強化総合対策事業、森林土木

効率化等技術開発事業、機能強化・老朽化対策事業、林地荒廃防止事

業 

 [略] 

 

【県土整備部所管】 

[略] 

（12） 水辺環境再生事業 

[略] 

 

２～３  [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共事業評価に係る評価基準について 

 
「公共事業評価実施要領（平成 16年４月 22日制定）」第５の規定に基づき公共事業評

価に係る評価基準を次のとおり定める。 

 
１ 公共事業評価に係る事業別評価指標及び配点（別記１） 

[略] 
（令和●年●月●日一部改正、令和７年４月１日から施行） 
なお、対象となる事業は下記のとおり 

【農林水産部所管】 

[略] 

(10) 復旧治山事業、緊急予防治山事業、山地災害重点地域総合対策事業、（削除）予

防治山事業、緊急防災減災対策総合治山事業、県単治山事業（崩壊地復旧）、（削除）森

林土木効率化等技術開発事業、機能強化・老朽化対策事業、林地荒廃防止事業 

[略] 

 

 

【県土整備部所管】 

[略] 

（12） 水辺環境再生事業、統合河川環境整備事業 

[略] 

 

２～３  [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 ・事業の統廃合及び改称 ・改正部分は下線の部分  
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新旧対照表（公共事業評価に係る実施基準について） 

改正前 改正後 

別記１関連 

公共事業評価に係る事業別評価指標及び配点 農林水産部（治山）

評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

・２０戸以上 8 　

・１０戸～１９戸 6

・５戸～　９戸 4

・1戸～４戸 2

　②公共施設　（４点） ・２箇所以上 4

・１箇所 2

　③道路等　（４点） ・国道、県道、鉄道 4

・市町村道 2

・その他道路 1

　④河川　（４点） ・１級河川 4

・２級河川 2

・その他河川 1

（１）災害履歴 ・著しい 5

（５点） ・あり 3

（２）他事業等との連携 ・あり 5

（５点）

・明瞭な亀裂、陥没、異常な地下水等あり 16

・亀裂、陥没等あり 12

　②森林の状況　（６点） ・無立木地 6

　 ・幼・老齢林、疎林 4

・その他 2

　③斜面の傾斜　（６点） ・３０度以上 6

・２５度～２９度 4

 2

　④断層等の有無　（６点） ・活断層 6

・断層あり 4

　⑤落石の危険性　（６点） ・著しい 6

　 ・あり 4

・２０点以上　　（Ａ） 16

・１２点～１９点（Ｂ） 12

・１２点未満　　（Ｃ） 8

　②荒廃発生源直下の渓床勾配　（８点） ・１４度以上 8

・９度～１３度 6

・９度未満 4 　

　③平均渓床勾配　（８点） ・１１度以上 8

・５度～１０度 6

・５度未満 4

　④渓流の荒廃　（８点） ・著しい 8

・あり 6

緊　急　性
（４０点）

主
に
山
腹
工
事
の
場
合

（１）山腹崩壊危険度
　①山腹の状況　（１６点）

主
に
渓
間
工
事
の
場
合

（１）崩壊土砂流出危険度
　①山腹崩壊危険度評点　（１６点）

山腹崩壊危険度
①～⑤の合計点
で判定

対象事業

【山地災害の復旧及び予防】
・復旧治山事業
・緊急予防治山事業
・山地災害重点地域総合対策事業
・流木防止総合対策事業
・予防治山事業
・地域防災対策総合治山事業
・県単治山事業（崩壊地復旧）
・山地防災力強化総合対策事業
・森林土木効率化等技術開発事業
・機能強化・老朽化対策事業
・林地荒廃防止事業

評価項目

必　要　性
（２０点）

（１）保全対象
　①人家戸数　（８点）

重　要　性
（１０点）

 
（以下、表を省略） 

別記１関連 

公共事業評価に係る事業別評価指標及び配点 農林水産部（治山）

評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

・２０戸以上 8 　

・１０戸～１９戸 6

・５戸～　９戸 4

・1戸～４戸 2

　②公共施設　（４点） ・２箇所以上 4

・１箇所 2

　③道路等　（４点） ・国道、県道、鉄道 4

・市町村道 2

・その他道路 1

　④河川　（４点） ・１級河川 4

・２級河川 2

・その他河川 1

（１）災害履歴 ・著しい 5

（５点） ・あり 3

（２）他事業等との連携 ・あり 5

（５点）

・明瞭な亀裂、陥没、異常な地下水等あり 16

・亀裂、陥没等あり 12

　②森林の状況　（６点） ・無立木地 6

　 ・幼・老齢林、疎林 4

・その他 2

　③斜面の傾斜　（６点） ・３０度以上 6

・２５度～２９度 4

 2

　④断層等の有無　（６点） ・活断層 6

・断層あり 4

　⑤落石の危険性　（６点） ・著しい 6

　 ・あり 4

・２０点以上　　（Ａ） 16

・１２点～１９点（Ｂ） 12

・１２点未満　　（Ｃ） 8

　②荒廃発生源直下の渓床勾配　（８点） ・１４度以上 8

・９度～１３度 6

・９度未満 4 　

　③平均渓床勾配　（８点） ・１１度以上 8

・５度～１０度 6

・５度未満 4

　④渓流の荒廃　（８点） ・著しい 8

・あり 6

山腹崩壊危険度
①～⑤の合計点
で判定

対象事業

【山地災害の復旧及び予防】
・復旧治山事業
・緊急予防治山事業
・山地災害重点地域総合対策事業
・（削除）
・予防治山事業
・緊急防災減災対策総合治山事業
・県単治山事業（崩壊地復旧）
・（削除）
・森林土木効率化等技術開発事業
・機能強化・老朽化対策事業
・林地荒廃防止事業

評価項目

必　要　性
（２０点）

（１）保全対象
　①人家戸数　（８点）

重　要　性
（１０点）

緊　急　性
（４０点）

主
に
山
腹
工
事
の
場
合

（１）山腹崩壊危険度
　①山腹の状況　（１６点）

主
に
渓
間
工
事
の
場
合

（１）崩壊土砂流出危険度
　①山腹崩壊危険度評点　（１６点）

 
（以下、表を省略） 

備考 ・事業の改称及び削除 ・改正部分は下線の部分  
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新旧対照表（公共事業評価に係る実施基準について） 

改正前 改正後 

別記１関連 

公共事業評価に係る事業別評価指標及び配点 県土整備部（河川）

評価指標 区　　　　　分 配点

・10,000人以上 14

・　5,000人以上　10,000人未満 12

・　3,000人以上　　5,000人未満 10

・　1,000人以上　　3,000人未満 8

・　　500人以上　　1,000人未満 6

・　　100人以上　　500人未満 4

・　　100人未満 0

・ＢＯＤ 5超 14

・ＢＯＤ 3超　　5以下 12

・ＢＯＤ 2超　　3以下 7

・ＢＯＤ 1超　　2以下 5

・ＢＯＤ 　　　　 1以下 0

・ＣＯＤ 5超 14

・ＣＯＤ 3超　　5以下 12

・ＣＯＤ 1超　　3以下 7

・ＣＯＤ 　　　　 1以下 0

・年２回以上 2

・年１回
1

・なし
0

・25%以上 2

・25%未満 1

・10m2以上
2

・10m2未満 1

・両者有り 5

・一方有り 3

・なし 0

・｢総合計画｣の主要な指標の向上に寄与：あり 5

・｢総合計画｣の主要な指標の向上に寄与：なし 0

・拠点地区 5

・親水、景観、整備ゾーン 3

・自然型ゾーン他 0

・あり 5

・なし 0

（１）類似施設の有無
(５点)

･同一河川における類似施設の状況　なし 5

･同一河川における類似施設の状況　あり 2

対象事業 ・水辺環境再生事業

評価項目

必　要　性
（２５点）

浄
化
以
外

（１）河川利用人口
（1４点)

利用者の範囲～駐車場有り=半径
20km内
～駐車場無し=半径 2km内
利用者範囲内の40％
河川環境基本計画アンケートより

浄
化
事
業

〔1〕 河川の場合における水質
　　【ＢＯＤ】の指標
　　〔１４点〕

【参考】
BOD 8以下   D類型
BOD 5以下   C類型
BOD 3以下   B類型
BOD 2以下   A類型
BOD 1以下 AA類型

〔1'〕 湖沼の場合における水質
　　【CＯＤ】の指標
　　〔１４点〕

【参考】
COD 8以下   C類型
COD 5以下   B類型
COD 3以下   A類型
COD 1以下 AA類型

（４）河川環境整備等の場合
　　市町村の公園整備状況
 （２点)

１人当たり公園面積

共
通
項
目

（２）河川環境整備等の場合
　　イベント実施回数
（２点)

※25%：県平均(H18 岩手県人口移
動報告年報)

（５）周辺の学校・福祉施設の有無
（５点)

重　要　性
（１５点）

（１）総合計画上の位置付け
（５点)

指標：水辺環境施設の整備数。

（２）河川環境基本計画上
    の位置付け
（５点)

（３）市町村等のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの有無
（５点)

（３）河川環境整備等の場合
　　老齢人口割合
（２点)

・市町村等が自ら行うﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを
支援する事業か

緊　急　性
（１０点）

浄化
以外

 
（以下、表を省略） 
 

別記１関連 

公共事業評価に係る事業別評価指標及び配点 県土整備部（河川）

評価指標 区　　　　　分 配点

・100,000人以上 18

・　50,000人以上　100,000人未満 15

・　30,000人以上　　50,000人未満 12

・　20,000人以上　　30,000人未満 10

・　10,000人以上　　20,000人未満 8

・　　5,000人以上　　10,000人未満 5

・　　3,000人以上　　　5,000人未満 3

・　　3,000人未満 0

・BOD　　5mg/L超 18

・BOD　　3mg/L以上　5mg/L以下 15

・BOD　　2mg/L以上　3mg/L以下 10

・BOD　　1mg/L以上　2mg/L以下 5

・BOD　　1mg/L以下 0

・COD　　8mg/L超 18

・COD　　5mg/L以上　8mg/L以下 15

・COD　　3mg/L以上　5mg/L以下 10

・COD　　1mg/L以上　3mg/L以下 5

・COD　　1mg/L以下 0

・年５回以上 5

・年４回 4

・年３回 3

・年２回 2

・年１回 1

・なし 0

（削除） （削除） （削除） （削除）

・10m2以上
2

・10m2未満 1

・両者有り 5

・一方有り 3

・なし 0

・｢総合計画｣の主要な指標の向上に寄与 5

・｢総合計画｣の主要な指標の向上に寄与 0

（削除） （削除） （削除） （削除）

・あり 5

・なし 0

･同一河川における類似施設の状況　な
し

5

･同一河川における類似施設の状況　あ
り

2

（１）類似施設の有無
(５点)

（１）河川利用人口(１８点) 東北地方の沿川市町村人口から
みた年間平均利用回数1.6回/人
（※）×沿川市町村人口から算出

※令和元年度河川水辺の国勢
調査（河川空間利用実態調査）
結果より

〔１〕河川の場合における水質
　【BOD】の指標（１８点）

【参考】
BOD　10mg/L以下　E類型
BOD　　8mg/L以下　D類型
BOD　　5mg/L以下　C類型
BOD　　3mg/L以下　B類型
BOD　　2mg/L以下　A類型
BOD　　1mg/L以下　AA類型

重　要　性
（１０点）

（１）総合計画上の位置付け
（５点)

指標：水辺環境施設の整備数。

（２）市町村等のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの有無
（５点)

・市町村等が自ら行うﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを
支援する事業か

緊　急　性
（１０点）

浄化
以外

〔１’〕湖沼の場合における水質
　【COD】の指標（１８点）

【参考】
COD 8以下   C類型
COD 5以下   B類型
COD 3以下   A類型
COD 1以下 AA類型

共
通
項
目

（２）河川環境整備等の場合
　　イベント実施回数
（５点)

（３）河川環境整備等の場合
　　市町村の公園整備状況
 （２点)

１人当たり公園面積

（４）周辺の学校・福祉施設の有無
（５点)

浄
化
事
業

対象事業
・水辺環境再生事業
・統合河川環境整備事業

評価項目

必　要　性
（３０点）

浄
化
以
外

 

（以下、表を省略） 

備考 ・事業の追加 ・改正部分は下線の部分  



【公共事業評価】評価基準改正に係る説明について

令和７年２月10日（月）
岩手県県土整備部河川課

資料№.３

９
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改正の背景・理由・内容について

１ 改正の背景・理由
公共空間である河川の利用については、国土交通省（旧：建設省）より平成11年８月に通達された「河川敷地占用

許可準則（以下、「準則」という。）」に則り、良好な河川環境の保全と適正な利用が図られていた。
その後、河川空間を活用したまちづくりや、地域づくりを推進する動きが全国各地で起こったことに伴い、河川敷地

利用の選択の幅を広げることにより、地域社会における動きを支援する等、河川敷地の多様な利用の推進が図れるよう、
平成17年３月に準則が改正されている。

このほか、営業活動を行う事業者等も河川敷地をより有効に利用できるよう、平成23年、平成28年に準則の改正が
行われてきたところである。

こうした河川空間の利用に関する社会情勢の変化を踏まえ、本県が今後実施する河川環境の保全・復元、良好な水辺
環境の提供を目的とした公共事業において、より適正な事業評価を行うべく評価指標等を改正するものである。

２ 改正内容
河川環境の保全・復元、良好な水辺環境の提供を目的とした公共事業（水辺環境再生事業、統合河川環境整備事業 ）

の評価指標及び配点の見直し。

＜河川敷地占用許可準則の変遷＞

河川は公共用物であり、また、
平成９年度の河川法（中略）の
改正を踏まえ、河川敷地の占用
許可は、治水、利水及び環境に
係る本来の機能が総合的かつ十
分に維持されるとともに、良好
な環境の保全と適正な利用が図
られるよう行う必要がある。
（以下、略。）

一 準則第一について

河川敷地の占用許可について
（平成11年８月通達）

河川空間を活用してまちづく
り、地域づくりを推進する動き
が全国各地で生じていること等
を背景に、（中略）河川環境及
び河川景観に配慮しつつ、河川
敷地の多様な利用のより一層の
推進が図られるよう準則を見直
したものである。（以下、
略。）

一 準則改正の背景について

河川敷地占用許可準則の一部
改正について
（平成17年3月通達）

河川敷地占用における占用
主体は、公共性、公益性を有
する者等に限定されてきたと
ころである。（中略）営業活
動を行う事業者等による都市
及び地域の再生等に資する河
川敷地の利用を実施可能とす
るため、準則を改正するもの
である（以下、略。）

一 準則改正の背景について

河川敷地占用許可準則の一部
改正について
（平成23年3月通達）

今般、（中略）魅力ある水
辺空間の創出を推進する観点
から、民間による水辺での事
業参入を促し、（中略）河川
環境及び河川景観に配慮しつ
つ、河川敷地の多様な利用の
より一層の推進が図られるよ
う準則を改正するものである。
（以下、略。）

一 準則改正の背景について

河川敷地占用許可準則の一部
改正について
（平成28年５月通達）

主な改正内容
・営業活動を行う事業者等
の占用許可期間の延長。
（３年以内→10年以内）

主な改正内容
・営業活動を行う事業者等
による河川敷地占用を許可。
（河川空間のオープン化）

主な改正内容
・占用施設の分類を見直し。
（６分類→８分類に拡大）
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＜参考資料＞改正の対象となる事業について

〇事業の目的
・地域住民へ良好な水辺環境の提供。
・子供達へ自然河川にふれあう場を提供。
・従来の河川が持つ豊かな自然環境の復元。
〇事業の内容
・親水護岸、散策路、築堤等の河川管理
施設の整備。

〇事業導入実績
・H16実施 ５箇所（諸葛川 他）
・H17実施 ５箇所（諸葛川 他）
・H18実施 ４箇所（神田川 他）
・H19実施 ３箇所（和賀川 他）
・H20実施 １箇所（和賀川）

〇整備状況

階段護岸

散策路

水辺環境再生事業（県単独事業）

地域団体と中学生による生物観察会（一関市）

（出典 吸川をきれいにする会HP（http://www.iwateiwai.com/suikawa/））

〇地元住民の利活用状況

〇事業の目的
・良好な河川環境の保全・復元・創出。
・河川の水質や魚類の遡上・降下環境の改善。
・安心・安全な水辺空間の提供による地域活性化
への支援。

〇事業の内容
・管理用通路、親水護岸等の河川管理施設の整備。
〇事業導入実績

－（導入実績なし）

統合河川環境整備事業（国庫補助事業）

（出典 岩手日報HP（https://www.iwate-np.co.jp/）

参考写真：親水護岸（西和賀かわまちづくり） 参考写真：管理用通路（盛岡かわまちづくり）

（出典 国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所HP）
（ttps://www.thr.mlit.go.jp/iwate/kawa/kawamachi/）
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改正内容① 対象事業の追加、評価項目の配点見直し

１ 対象事業の追加
これまで県単独事業である水辺環境再生事業を対象としていたが、事業の性質が類似する国庫補助事業（統合河川

環境整備事業）においても、今後の事業化が見込まれることから対象事業へ追加する。

２ 評価項目の配点見直し
各評価項目の配点については、次のとおり見直すこととする。
◆必要性…河川の利活用を促進する事業という特性から、必要性に関する配点を増やす（25点→30点）。
◆重要性…近年の社会情勢の変化を考慮し、現状に馴染まない指標を削除することから、配点を減ずる（15点→10点）。
◆緊急性、効率性、熟度…配点の変更無し（10～40点）。

※参考 改定対象となる河川事業の配点一覧

河川事業

評価項目

・水辺環境再生事業

必要性 25点

重要性 15点

緊急性 10点

効率性 40点

熟度 10点

合計 100点

（現行） （今回改定）

河川事業

評価項目

・水辺環境再生事業
・統合河川環境整備事業

必要性 30点（+5点）

重要性 10点（-5点）

緊急性 10点

効率性 40点

熟度 10点

合計 100点
13



①算出方法の見直し・区分の細分化・配点の見直し :（1）河川利用人口
最新の河川空間利用実態調査（※1）の結果に基づき、算定方法を見直すもの（沿線市町村人口からみた年間平均利用回数1.6回/人×沿川市町村人口＝河川利用人口） 。
（※1）河川水辺の国勢調査（河川空間利用実態調査編（R元年・国土交通省）

また、対象事業は河川利用に関するニーズを基に施設の整備を実施し、良好な水辺空間を提供することを目的としており、河川利用人口はニーズ
を把握する上で重要な指標となることから、区分を細分化し配点を見直し増とするもの。

②配点・備考の見直し :（1）湖沼の場合における水質【BOD】の指標、（1’）湖沼の場合における水質【COD】の指標
①の配点との整合を図るため、配点を見直すもの。また、備考欄については現行の環境省基準を引用するもの。

③区分の細分化、配点の見直し :（2）河川環境整備等の場合 イベント実施回数
イベント実施回数は河川利用機会の増加に関連し、必要性を評価するに相応しい指標と判断し、区分を細分化し配点を見直し増とするもの。

④評価指標の削除 :（3）河川環境整備等の場合 老齢人口割合
事業箇所における、老齢人口割合に応じたバリアフリーやユニバーサルデザインに係る取組みの必要性から定めたものであったが、現在、施設の整

備を行う上でそうした取組みは必然化されていることを踏まえ、現行の評価指標は現状に馴染まない内容であると判断し、今回削除するもの。

評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

・100,000人以上 18

・　50,000人以上　100,000人未満 15

・　30,000人以上　　50,000人未満 12

・　20,000人以上　　30,000人未満 10

・　10,000人以上　　20,000人未満 8

・　　5,000人以上　　10,000人未満 5

・　　3,000人以上　　　5,000人未満 3

・　　3,000人未満 0

・BOD　　5mg/L超 18

・BOD　　3mg/L以上　5mg/L以下 15

・BOD　　2mg/L以上　3mg/L以下 10

・BOD　　1mg/L以上　2mg/L以下 5

・BOD　　1mg/L以下 0

・COD　　8mg/L超 18

・COD　　5mg/L以上　8mg/L以下 15

・COD　　3mg/L以上　5mg/L以下 10

・COD　　1mg/L以上　3mg/L以下 5

・COD　　1mg/L以下 0

・年５回以上 5

・年４回 4

・年３回 3

・年２回 2

・年１回 1

・なし 0

・10ｍ2以上 2

・10ｍ2未満 1

・両者有り 5

・一報有り 3

・なし 0

評価項目

浄
化
事
業

〔１〕河川の場合における水質
　【BOD】の指標（１８点）

【参考】
BOD　10mg/L以下　E類型
BOD　　8mg/L以下　D類型
BOD　　5mg/L以下　C類型
BOD　　3mg/L以下　B類型
BOD　　2mg/L以下　A類型
BOD　　1mg/L以下　AA類型

〔１’〕湖沼の場合における水質
　【COD】の指標（１８点）

【参考】
COD　8以下　C類型
COD　5以下　B類型
COD　3以下　A類型
COD　1以下　AA類型

浄
化
以
外

（１）河川利用人口(１８点) 東北地方の沿川市町村人口からみ
た年間平均利用回数1.6回/人（※）
×沿川市町村人口から算出

※令和元年度河川水辺の国勢調査
（河川空間利用実態調査）結果より

（２）河川環境整備等の場合
　イベント実施回数（５点）

（３）河川環境整備等の場合
　市町村の公園整備状況（２点）

１人当たり公園面積

（４）周辺の学校・福祉施設の有無
（５点）

必　要　性
（３０点）

共
通
項
目

評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

・10,000人以上 14

・　5,000人以上　10,000人未満 12

・　3,000人以上　　5,000人未満 10

・　1,000人以上　　3,000人未満 8

・　　500人以上　　1,000人未満 6

・　　100人以上　　　500人未満 4

・　　100人未満 0

・BOD　5超 14

・BOD　3超　　5以下 12

・BOD　2超　　3以下 7

・BOD　1超　　2以下 5

・BOD　　　　　1以下 0

・COD　5超 14

・COD　3超　　5以下 12

・COD　1超　　3以下 7

・COD　　　　　1以下 0

・年２回以上 2

・年１回 1

・なし 0

・25％以上 2

・25％未満 1

・10ｍ2以上 2

・10ｍ2未満 1

・両者有り 5

・一方有り 3

・なし 0

(2)河川環境整備等の場合
　イベント実施回数（２点）

必　要　性
（２５点）

(1)河川利用人口(１４点)

(1)河川の場合における水質
　【BOD】の指標（14点）

(1’)湖沼の場合における水
質
　【COD】の指標（14点）

評価項目

浄
化
以
外

共
通
項
目

利用者の範囲～駐車場
有り=半径20ｋｍ内
　　　　　　　　　　～駐車場
無し=半径2km内
利用者範囲内の40％
河川環境基本計画アンケー
トより

【参考】
BOD　　8以下　D類型
BOD　　5以下　C類型
BOD　　3以下　B類型
BOD　　2以下　A類型
BOD　　1以下　AA類型浄

化
事
業 【参考】

COD　8以下　C類型
COD　5以下　B類型
COD　3以下　A類型
COD　1以下　AA類型

※25％：県平均（H18岩手県
人口移動報告年報）

（3）河川環境整備等の場合
　老齢人口割合（２点）

（4）河川環境整備等の場合
　市町村の公園整備状況（２
点）

（5）周辺の学校・福祉施設の
有無
（５点）

１人当たり公園面積

改正内容② 評価指標・配点

＜必要性（配点：25点→30点）＞

３ 評価指標及び配点について ①算出方法の見直し・
区分の細分化・配点の見直し

②配点・備考の見直し

③区分の細分化・
配点の見直し

④評価指標の削除

+4点

+3点

-2点

+5点
合計
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評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

・｢総合計画｣の主要な指標の向上に寄与：あり 5

・｢総合計画｣の主要な指標の向上に寄与：なし 0

・あり 5

・なし 0

評価項目

重　要　性
（１０点）

（１）総合計画上の位置付け(５点)

（２）市町村等のプロジェクトの有無
（５点）

市町村等が自ら行うプロジェク
トを支援する事業か

評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

(1)総合計画上の位置付け(５点) ・｢総合計画｣の主要な指標の向上に寄与：あり 5

・｢総合計画｣の主要な指標の向上に寄与：なし 0

（2）河川環境基本計画上の位置づけ
（５点）

・拠点地区 5

・親水、景観、整備ゾーン 3

・自然型ゾーン他 0

（3）市町村等のプロジェクトの有無
（５点）

・あり 5

・なし 0

評価項目

重　要　性
（１５点）

市町村等が自ら行うプロジェクトを支
援する事業か

指標：水辺環境施設の整備数

改正内容② 評価指標・配点

＜重要性（配点：15点→10点）＞

３ 評価指標及び配点について

⑤評価指標の削除

⑤評価指標の削除 :（2）河川環境基本計画上の位置づけ
現行の評価指標については、平成７年３月に策定した同計画を基に、事業箇所（区間）において、計画上定められたソーン分類に応じて評価して

いたものであるが、河川利用に関する近年の社会情勢の変化により、河川空間の多様な利用の推進が求められてきている昨今の状況を踏まえ、今後は
ニーズに応じた施設の整備を実施していく方針であることから、現行の評価指標は現状に馴染まない内容であると判断し、今回削除するもの。

＜緊急性（配点：変更無し（10点））＞
評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

・同一河川における類似施設の状況　なし 5

・同一河川における類似施設の状況　あり 2

・あり 5

・なし 0

(3)他事業計画・施設等の有無
(５点)

・あり 5

・なし 0

評価項目

緊　急　性
（１０点）

(1)類似施設の有無
　(５点)

(1)障害の有無
(５点)

浄化
以外

共通
項目

臭い・汚濁物等の沈殿・藻等の異
常発生による親水・上水・用水・
下流域への障害

浄化
事業

〇近年の社会情勢を踏まえ検討した結果、現行の評価指標によって事業の緊急性が適正に評価できると判断し、評価指標及び配点を変更しないもの。

評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

・5.0≦Ｂ/Ｃ 40

・4.0≦Ｂ/Ｃ＜ 5.0 35

・3.0≦Ｂ/Ｃ≦＜4.0 30

・2.0≦Ｂ/Ｃ＜ 3.0 25

・1.0≦Ｂ/Ｃ＜ 2.0 20

・Ｂ/Ｃ＜1.0 0

評価項目

効　率　性
（４０点）

(1)費用便益比［Ｂ／Ｃ］(４０点)

＜効率性（配点：変更無し（40点））＞

〇近年の社会情勢を踏まえ検討した結果、現行の評価指標を用いても事業の効率性が適正に評価できると判断し、評価指標及び配点を変更しないもの。

変更無し

変更無し

-5点
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改正内容② 評価指標・配点

３ 評価指標及び配点について

＜熟度（配点：変更無し（10点））＞
評価指標 区　　　　　分 配点 備　　　　考

・あり 2

・なし 0

・あり 2

・なし 0

・あり 5

・準備中 3

・なし 0

評価項目

熟　度
（１０点）

(1)地元の要望
(２点)

(3)管理体制の有無
(５点)

（2）地元の協力
（３点）

ありの判定は地権者等の50％以上
の協力がある場合とする。

〇近年の社会情勢を踏まえ検討した結果、現行の評価指標を用いても事業の熟度が適正に評価できると判断し、評価指標及び配点を変更しないもの。

変更無し
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○ 公共事業評価及び大規模事業評価については、必要性や効率性、環境保全への配慮等の観点から、事業の実施、継続等の方向性の評価
を行い※１、その結果を「政策評価レポート」として11月に取りまとめました。

○ 今回、これらの評価を予算編成等を通じて、新規事業地区の採択や既存事業地区の継続等を来年度の事業に反映させました。

○ 今後も、公共事業評価等の仕組みに基づくマネジメントサイクルを確実に機能させ、事業の効率化及び重点化を進めるとともに、事業
効果の早期発現に向けて事業を推進していきます。

第２ 公共事業評価及び大規模事業評価の反映状況

※１ 災害復旧事業及び維持管理に係る事業は評価の対象から除く。

※２ 表中の予算額については、端数処理の関係上、内訳が合計と一致しない場合がある。

１ 公共事業評価結果の反映状況（対象全297地区）

事前評価を行った36地区は、全て事業採択としました。

(１) 事前評価
継続評価を行った241地区のうち、241地区は事業継続、５地区は関

係機関や地元との調整等のため一時休工としました。

(２) 継続評価

所管部局
評価
実施

地区数

評価結果 反映結果

ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ 事業採択
(R7当初予算額)

不採択

農林水産部 29 3 26 0 0 29
(499百万円)

0

県土整備部 7 1 6 0 0 7
(272百万円)

0

合計 36
(100%)

4
(11.1%)

32
(88.9%)

0
(0%)

0
(0%)

36
(771百万円)

0

所管部局
評価
実施
地区数

評価結果 反映結果

ＡＡ Ａ Ｂ Ｃ 事業継続
(R7当初予算額)

一時
休工

農林水産部 149 45 102 0 2 148
(8,182百万円)

1

県土整備部 97 22 70 3 2 93
(8,108百万円)

4

合計 246
(100%)

67
(27.2%)

172
(69.9%)

3
(1.2%)

4
(1.6%)

241
(16,290百万円)

5

再評価を行った15地区は、全て事業継続としました。

(３) 再評価

所管部局
評価
実施

地区数

評価結果 反映結果

事業
継続

要検討
中止 事業継続

(R7当初予算額)

事業
休止事業

継続
見直し
継続

休止 中止

農林水産部 10 10 0 0 0 0 0 10
(1,196百万円)

0

県土整備部 5 4 0 1 0 0 0 5
(546百万円)

0

合計 15
(100%)

14
(93.3%)

0
(0%)

0
(6.7%)

0
(0%)

0
(0%)

0
(0%)

15
(1,742百万円)

0

参考資料１（政策評価結果等の政策等へ
の反映状況報告書抜粋）
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参考資料２（評価委員会にて説明済） 

令和７年度岩手県公共事業評価専門委員会の開催予定について 

１ 審議案件 

○再評価結果の審議 

令和７年度に再評価を予定している事業地区は 12地区。（下表参照） 

第 1回委員会において、再評価対象全地区の概要説明を行い、第２回委員会以降で詳細審議を行う

地区を選定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１「総事業費」、「事業完了年度」等は、令和６年 11 月発行「政策評価レポート 2024」時のものです。 
※２ 再評価の要件 

① 事業に着手した年度から起算して５年度内に未着工の事業 
② 事業に着手した年度から起算して 10 年度内に完了が見込まれない事業（再評価を行う翌年度内に完了

が見込まれるものは除く。） 
③ 再評価を行った年度の翌年度から起算して５年度又は 10 年度内に完了する見込みがない事業（再々評
価）（再評価を行う翌年度内に完了が見込まれるものは除く。） 

④ 事業の準備又は実施計画に係る調査に要する費用が予算に計上された年度から起算して５年度内に事
業に着手する見込みがない事業（地域高規格道路及びダム事業に限る） 

⑤ 社会経済情勢の急激な変化、事業計画の重要な変更等により、再評価を実施する必要があると判断した
事業（随時再評価） 

⑥ 国の補助に係る事業の評価に関して国から別に指針等が示された場合で、当該指針等に従って評価を実
施する必要があると判断した事業（随時再評価） 

 
 

２ 報告案件 

○事後評価結果の報告（２件） 

 

 

 

 

番号 課　名 事　業　名 路線名等 箇所名
総事業費
(単位：
百万円)

事業着
手年度

事業完
了予定
年度

再評価の
要件※

令和６年
度末の進
捗率(％)

農林水産部

1 農村建設課 経営体育成基盤整備事業 小猪岡 3,059 H28 R10 ② 62.1%

2 農村建設課 経営体育成基盤整備事業 清田 2,650 H28 R9 ② 83.2%

3 農村建設課 農道整備事業 袰主 1,594 H23 R9 ③ 61.3%

4 森林保全課 林道整備事業 朴舘 一戸町 500 H28 R9 ② 62.1%

5 森林保全課 林道整備事業 畑福 葛巻町 1,920 H18 R8 ③ 52.3%

県土整備部

6 道路建設課
地域連携道路整備事業
（ネットワーク形成型）

一般国道340号 和井内～押角 1,800 R2 R8 ⑤ 38.4%

7 砂防災害課 急傾斜地崩壊対策事業 釜石市 源太沢・源太沢（３） 280 R4 R9 ⑤ 23.6%

8 河川課
総合流域防災事業
（河川）

一級河川北上川水系
広瀬川

奥州市 4,321 H3 R15 ③ 27.4%

9 河川課 治水施設整備事業
一級河川北上川水系
砂鉄川・曽慶川

一関市大東町流矢ほか 850 H28 R9 ③ 19.3%

10 河川課 治水施設整備事業
一級河川馬淵川水系
安比川

八幡平市浅沢 990 H13 R13 ③ 53.4%

11 河川課 治水施設整備事業
一級河川北上川水系
本郷川

北上市鷹鳥羽 240 H21 R10 ③ 37.5%

12 河川課 広域河川改修事業
一級河川北上川水系
千厩川（上流）

一関市 3,383 H8 R8 ③ 70.0%

事業の種類 事業名 箇所名 主な事業内容
総事業費

（百万円）
着手
年度

完了
年度

事前
評価
年度

再
評価
年度

農業農村整備事業 畑地帯総合整備事業 二戸市
畑かん施設　121.3ha
農道　2,940ｍ

1,541 H21 R2 H20 －

道路事業
（道路環境）

道路環境改善事業
(交通安全施設整備)

大川目
歩道設置
L=840m

289 H26 R3 H22 －
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３ 年間スケジュール 

 

開催時期 専門委員会 
再評価 

（審議） 

事後評価 

（報告） 
備 考 

６月 第１回専門委員会 ○  
概要説明 

詳細審議案件の選定 

７月 第２回専門委員会 ○  詳細審議 

８月 第３回専門委員会（現地調査） ○  継続審議・現地調査 

９月 第４回専門委員会 ○ ○ 継続審議・事後評価報告 

10 月 第５回専門委員会（予備） ○  継続審議・答申案検討 

２月 第６回専門委員会   翌年度スケジュール等 

※ 審議等の進捗状況に応じて、時期及び審議回数は変更する場合があります。 
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